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自動車安全特別会計・被害者保護増進等事業について

○ 国土交通省では、自動車事故被害者の救済のため、重度後遺障害者等に対して被害者救済対策を
実施するとともに、新たな自動車事故被害者を生まないための事故発生の防止対策を実施。

○ 法令に定められた一部の業務は独立行政法人自動車事故対策機構（ナスバ）にて実施。

実車を用いた衝突試験等の結果の公表により、
車両の安全性能を向上

○（公財）日弁連交通事故相談センター
による法律相談

事故の相談・解決

重度後遺障害者への支援

被害者救済対策
【自賠法第７７条の２第１号】

事故防止対策
【自賠法第７７条の２第2号】

安全総合対策事業

自動車安全性能の評価

○ASV(先進安全自動車)の普及

衝突被害軽減ブレーキ 事故自動通報システム

○過労運転防止機器等の導入支援

自動点呼機器 遠隔点呼機器

○療護施設の設置・運営
最重度の後遺障害者に対する専門的治療を実施

○交通事故被害者ノートの作成配布

○被害者団体等による相談支援の実施

遺族等への支援

交通遺児への支援

○（公財）交通遺児等育成基金による育成給付金の支給

○ナスバによる生活資金の無利子貸付

○「交通遺児友の会」を設置し、友の会の集いや絵画・

書道・写真のコンテストを開催

【中部療護センター】（50床）
（平成13年7月～）

【委託病床】
中村記念病院（12床）

【委託病床】
聖マリア病院（20床）

【東北療護センター】（50床）
(平成元年7月～）

【委託病床】
府中病院（16床）

【委託病床】
湘南東部総合病院
（12床）

【一貫症例研究型委託病床】
藤田医科大学病院（10床）

【小規模委託病床】
金沢脳神経外科病院（5床）

【岡山療護センター】（50床）
（平成6年2月～）

【小規模委託病床】
松山市民病院（5床）

【小規模委託病床】
茨城リハビリテーション病院

（5床）

【千葉療護センター】（80床）
（昭和59年2月～）

○介護料の支給
在宅ケアを行う家庭に対し、介護用品の購入等に充
てる費用を支給

○訪問支援の実施
在宅ケアを行う家庭を訪問し、情報提供や悩みの聴
取等により支援

○自動車事故被害者受入環境整備事業
在宅ケアを受けている重度後遺障害者が介護者なき
後等にグループホーム等で生活することができるよ
うグループホーム等の新設や受入体制の確保・維持
を支援

○社会復帰促進事業
高次脳機能障害を把握する病院、生活の場となる地
域との関係構築に必要とされる自立訓練事業所の取
組を支援

○短期入院（入所）協力事業
在宅ケアを受けている重度後遺障害者が短期間、
病院や施設に入院・入所できるよう病院等の受入体
制を整備

○在宅療養環境整備事業
重度後遺障害者が在宅生活を継続できるよう訪問
系サービスを提供する事業者の新設・介護人材確保
に係る経費を支援
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被害者救済対策（令和７年度）

自動車安全特別会計・被害者保護増進等事業について

○（独）自動車事故対策機構千葉療護センターの機能強化

○介護者なき後も被害者が安心して生活できる環境整備

千葉療護センターの施設のリニューアルに向けて、施設の老朽
化対策による利用者の安全・安心の確保やリハビリ機能等の充実
化に対応するため、令和６年度の基本設計を踏まえて、令和７年
度は詳細設計を実施。

介護者なき後も安心して生活を送ることのできる環境を整備するた
め、グループホーム等の施設、訪問系介護サービスを行う事業所に対
し、新設を支援するほか、介護人材の確保や介護器具の導入に係る経
費の支援をすると共に、自宅以外（施設等）の利用経験の確保等が課
題であるところ、引き続き短期入院・入所の利用を促進する。

○介護者なき後も被害者が安心して生活できる環境整備

○（独）自動車事故対策機構千葉療護センターの機能強化

【自動車事故被害者支援体制等整備事業費】令和６年度予算額：1,351百万円

被害者救済対策（令和８年度）

増減率（％）増減額（b-a）令和８年度（b）※令和７年度（a）自動車事故対策業務
予算の推移（単位：百万円） 71,56523,85522,290

千葉療護センターの施設のリニューアルに向けて、施設の老
朽化対策による利用者の安全・安心の確保やリハビリ機能等の
充実化に対応するため、令和8年度末より工事を実施する予定。

「被害者保護増進等事業に関する検討会」での効果検証を踏まえ、
グループホーム等の施設、訪問系介護サービス事業所及び短期入院・
入所を行う病院等に対し、介護人材の確保や介護器具の導入に係る経
費等の支援の拡充を行う。

事故防止対策（令和７年度）

自動車等の安全性能の評価・公表を行う自動車アセスメント事業に
ついて、今後新たに実施予定の「商用車の安全性能評価」の導入に向
けた調査、ならびに「新オフセット前面衝突試験」、「側面衝突試
験」の評価方法改善に向けた調査を実施する等、一層充実した取組を
推進する。

自動車等の安全性能の評価・公表を行う自動車アセスメント事業に
ついて、新たな評価項目の設定のため「通信を利用した衝突回避支援
技術」、「後席乗員の傷害予測が可能な事故自動通報システム」の評
価に向けた調査等を実施。

○自動車アセスメント事業の充実 ○自動車アセスメント事業の充実

【(独)自動車事故対策機構運営費交付金】令和7年度予算額： 9,032百万円の内数

介護者なき後も安心して生活を送ることのできる環境を整備するた
め、グループホーム等の施設、訪問系介護サービスを行う事業所に対
し、介護人材の確保や介護器具の導入に係る経費の支援をすると共に、
短期入院・入所の利用促進等を実施。

【自動車事故被害者支援体制等整備事業費】令和7年度予算額：1,246百万円

令和４年の自賠法改正時の衆参両院における附帯決議や被害者への
アウトリーチ強化が求められていることを踏まえ、自動車事故の被
害者支援を行うナスバの認知度向上や、自賠責の加入促進等につい
て積極的な広報事業を実施。

○事故被害者へのアウトリーチ強化・ユーザー理解増進事業

【被害者保護増進等事業委託費】令和7年度予算額： 300百万円

○事故被害者へのアウトリーチ強化・ユーザー理解増進事業

令和４年の自賠法改正時の衆参両院における附帯決議や被害者への
アウトリーチ強化が求められていること等を踏まえ、自動車事故の
被害者支援を行うナスバの認知度向上や、自賠責の加入促進等につ
いて積極的な広報事業に取り組む。

【千葉療護センター 建替え設計費】令和7年度予算額： 292百万円
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【千葉療護センター 建替え工事費】令和8年度予算額： 1,492百万円

【(独)自動車事故対策機構運営費交付金】令和8年度予算額： 8,754百万円の内数

【被害者保護増進等事業委託費】令和8年度予算額： 300百万円

【自動車事故被害者支援体制等整備事業費】令和8年度予算額：1,174百万円

※千葉療護センターの建替え工事費、政府保障事業も含む

事故防止対策（令和８年度）



令和6年度
予算額

令和6年度
決算額

令和7年度
予算額

(a)

令和8年度
予算額

(b)

増減額
(b-a)

増減率
(％)

 （１） 独立行政法人自動車事故対策機構
     　運営費交付金

9,658,238
の内数

9,658,238
の内数

9,032,307
の内数

8,753,739
の内数

- -

 （２） 独立行政法人自動車事故対策機構
     　施設整備費補助金

170,817 71,719 515,423 1,492,218 976,795 189.5

 （３） 被害者保護増進等事業費補助金 6,238,308 5,134,077 6,533,761 6,487,855 △ 45,906 △ 0.7

 （４）被害者保護増進等事業委託費 295,479 270,165 407,040 400,683 △ 6,357 -

 （１） 独立行政法人自動車事故対策機構
     　運営費交付金

9,658,238
の内数

9,658,238
の内数

9,032,307
の内数

8,753,739
の内数

- -

 （２） 被害者保護増進等事業費補助金　 2,013,371 1,944,883 2,016,658 2,275,208 258,550 12.8

 （３）被害者保護増進等事業委託費 1,262,255 879,579 1,226,515 1,226,641 126 0.0

被害者保護増進等事業（総括表）
（単位：千円）

※ 単位未満は四捨五入。

１． 被害者保護増進対策

２． 自動車事故発生防止対策



１．被害者保護増進対策

令和6年度
予算額

令和6年度
決算額

令和7年度
予算額
(a)

令和8年度
予算額
(b)

増減額
(b-a)

増減率
(%)

9,658,238
の内数

9,658,238
の内数

9,032,307
の内数

8,753,739
の内数

‐

○療護施設の設置・運営
・自動車事故による重度後遺障害者に適切な治療と看護を行う療護施設を設置・運営する。

○訪問支援
・介護料受給者宅を訪問し、直接、介護料受給者やそのご家族の方からの介護に関する相談への対応
や各種情報の提供等を実施する。

○交通遺児等貸付
・交通遺児等に対する生活資金の貸付け等を行う。

○自動車アセスメント等
・自動車アセスメント等の事故発生防止及び被害者保護に関する調査・研究を行う。

・自動車事故による重度後遺障害者に適切な治療と看護を行う療護センターの施設を整備する。

4,288,993 3,866,535 4,688,460 4,600,022 △ 88,438

○介護料支給
・自動車事故による重度後遺障害者に対して介護料等を支給する。

4,107,993 3,827,130 4,507,460 4,458,022 △ 49,438

○回収不能債権補填金
・交通遺児等に対する貸付金債権のうち、回収不能債権を補填する。

1,000 697 1,000 2,000 1,000

○相談支援体制の強化
・自動車事故被害者・遺族等団体における相談支援体制の確立に関し、必要な費用について支援を行
う。

180,000 38,708 180,000 140,000 △ 40,000

8,753,739
の内数

1,492,218170,817

（２）独立行政法人自動車事故対策機構施設整備費補助金
【独立行政法人自動車事故対策機構】

（３）独立行政法人自動車事故対策機構が行う介護料等の支給等 [被害者保護増進等事業費補
助金]【独立行政法人自動車事故対策機構】

9,658,238
の内数

被害者保護増進等事業
国土交通省

（単位：千円）

事業の内容(令和８年度(案))　　　【　】内は補助等対象事業者

（１）独立行政法人自動車事故対策機構運営費交付金
【独立行政法人自動車事故対策機構】

976,795 189.5

‐

‐
9,658,238

の内数
9,032,307

の内数

71,719 515,423

△ 1.9



１．被害者保護増進対策

令和6年度
予算額

令和6年度
決算額

令和7年度
予算額
(a)

令和8年度
予算額
(b)

増減額
(b-a)

増減率
(%)

1,151,920 477,501 1,046,821 974,845 △ 71,976

○短期入院・入所協力事業
・自動車事故被害者の救済を図るため、在宅の重度後遺障害者の短期入院を受け入れる病院や短期
入所を受け入れる障害者施設に対する受入体制の整備及び強化に要する経費の一部を補助する。
【医療機関、障害者施設】

298,901 112,962 251,575 245,473 △ 6,102

○社会復帰促進事業
・自動車事故被害者の救済を図るため、高次脳機能障害者の機能訓練を受け入れる事業所に対する
受入体制の整備等に要する経費の一部を補助する。【障害者施設（機能訓練等）】

82,000 75,129 81,000 102,000 21,000

○自動車事故被害者受入環境整備事業
・自動車事故被害者の救済を図るため、在宅の重度後遺障害者の介護者が亡くなって介護をする人が
いなくなった場合（いわゆる「介護者なき後」）の受け皿を整備するため、グループホーム等を新設する
際に必要となる経費の一部を支援するとともに、介護職員の厳しい人手不足の状況を踏まえ、介護人
材確保や設備導入等に係る経費の一部を補助する。【グループホーム、障害者施設】

523,449 161,295 499,492 407,750 △ 91,742

○在宅療養環境整備事業
・引き続き住み慣れた地域での生活を継続したいという交通事故被害者のニーズが多くある一方、医的
ケアを必要とするような被害者に訪問系サービスを提供する事業者の人材不足は深刻な状況であるた
め、「介護者なき後」においても在宅生活の継続を選択肢の一つとして考えられるよう、居宅介護事業
者等を対象に人材確保等に係る経費の一部を補助する。【重度訪問介護・居宅介護事業所】

247,570 128,115 214,754 219,622 4,868

事業の内容(令和８年度(案))　　　【　】内は補助等対象事業者

△ 6.9

(４)自動車事故被害者支援体制等整備事業 [被害者保護増進等事業費補助金]

（単位：千円）



１．被害者保護増進対策

令和6年度
予算額

令和6年度
決算額

令和7年度
予算額
(a)

令和8年度
予算額
(b)

増減額
(b-a)

増減率
(%)

・自動車事故に係る損害賠償問題について、弁護士が相談に応じ、必要な指導及び示談のあっ旋を行
う事業等に要する経費の一部を補助する（事故相談事業、示談あっ旋事業、電話相談事業、相談員等
研修事業、高次脳機能障害相談事業）。【（公財）日弁連交通事故相談センター】

・交通遺児に対して、その育成のための資金を長期にわたり安定的に給付する事業に要する経費の一
部を補助する。【（公財）交通遺児等育成基金】

被害者等支援対策の具体化に向けた調査・研究に取り組むため、当該調査・研究等に係る業務を外部
委託する。【当該事業を受託する者】

令和５年４月の賦課金拡充に合わせて、積極的な情報発信によるユーザーの理解促進に向けた取組
強化を求める国会附帯決議を踏まえ、自動車事故被害者支援等の必要性にフォーカスした自動車損
害賠償保障制度の周知・広報に係る業務を外部委託する。【当該事業を受託する者】

自動車事故重度後遺障害者の治療・看護に向けた環境の充実化のため、介護ロボット技術の活用に
よる看護職員や在宅介護者の負担軽減やリハビリの効果について調査。【当該事業を受託する者】

570,000

（９）先端技術を活用した療養環境の充実化係る調査
 [被害者保護増進等事業委託費]

- - 15,000 -

570,000

28,991 143,502

（５）自動車事故相談及び示談あっ旋事業 [被害者保護増進等事業費補助金]

570,000

53,659 48,123 50,325 51,183 858

570,000

114,511 395.0
（６）交通遺児育成給付金支給事業 [被害者保護増進等事業費補助金]

27,822

0 0.0

（８）自動車事故被害者へのアウトリーチ・自動車ユーザーの理解促進事業
 [被害者保護増進等事業委託費]

200,000 196,978 300,000 300,000

0

（単位：千円）

事業の内容(令和８年度(案))　　　【　】内は補助等対象事業者

（７）自動車事故の被害者保護対策事業の検討等に関する調査
 [被害者保護増進等事業委託費]

1.7

21,378

0.0

- -



２．自動車事故発生防止対策

令和6年度
予算額

令和6年度
決算額

令和7年度
予算額
(a)

令和8年度
予算額
(b)

増減額
(b-a)

増減率
(%)

9,658,238
の内数

9,658,238
の内数

9,032,307
の内数

8,753,739
の内数

‐

○指導講習、適性診断
・運行管理者等の指導講習及び運転者の適性診断を実施する。

○自動車アセスメント等
・自動車アセスメント等の事故発生防止及び被害者保護に関する調査・研究を行う。＜再掲＞

○事故防止対策支援推進事業
・自動車事故を防止し、安全な自動車交通の実現を図るため、ＡＳＶ、デジタル式運行記録計及び映像
記録型ドライブレコーダーの普及、社内安全教育及び過労運転防止のための先進的な取り組みの促
進等の自動車運送事業の安全に資する施策に必要な経費の一部を補助する。【自動車運送事業者
等】

先進安全装置が搭載された自動車を適切に整備することにより、事故の防止を図るため、先進安全装
置の点検・整備が確実に実施できる環境の構築に必要な経費の一部を補助する。【自動車整備事業者
等】

事業用自動車の社会的影響の大きい重大事故の背景にある組織的・構造的問題の解明などを図るな
ど、高度かつ、複合的な事故要因の調査・分析の一層の充実とこれに基づく有効な再発防止策の提言
の強化を図るため、事業用自動車事故調査委員会に係る業務（重大事故の調査や提言など）を外部委
託する。【当該事業を受託する者】

（３）先進安全自動車の整備環境の確保事業 [被害者保護増進等事業費補助金]

684,288 616,877 335,482 362,464 26,982

（４）事業用自動車の重大事故に関する事故調査等機能の強化事業
［被害者保護増進等事業委託費］

180,000 174,420

事業の内容(令和８年度(案))　　　【　】内は補助等対象事業者

（１）独立行政法人自動車事故対策機構運営費交付金【独立行政法人自動車事故対策機構】

9,658,238
の内数

9,658,238
の内数

1,329,083 1,328,006

（２）自動車運送事業の安全総合対策事業 [被害者保護増進等事業費補助金]

（単位：千円）

130,000 130,000 0 0.0

‐
9,032,307

の内数
8,753,739

の内数
‐

1,681,176 1,912,744

8.0

231,568 13.8



２．自動車事故発生防止対策

令和6年度
予算額

令和6年度
決算額

令和7年度
予算額
(a)

令和8年度
予算額
(b)

増減額
(b-a)

増減率
(%)

自動車事故防止、自動車事故被害者救済の重大な支障となる無車検車・無保険車の運行を防止する
ために、対象車両のユーザー等へのハガキ送付による注意喚起を行うとともに、警察と連携した街頭検
査等によりドライバーに対して直接指導・警告を行う。【当該事業を受託する者】

事業用自動車による事故を削減する技術の進展や交通環境の変化等を踏まえ、健康起因事故の防
止、運行管理の高度化の制度改正に係る調査・検討、モード別の安全対策等に係る業務を外部委託
し、事業用自動車による事故の更なる削減に取り組む。【当該事業を受託する者】

これまで、いわゆるマクロデータと言われる事故概要の把握が可能なデータを基に車両安全対策を実
施している。今後、更なる車両安全対策の為、受傷部位や傷害程度等の医学情報を含む詳細な事故
データを用いた分析（ミクロ分析調査）を行う。【当該事業を受託する者】

免許返納者への支援を行うことにより、高齢運転者の事故を防止する。【当該事業を受託する者】

トラック事故の起因となる過積載・過労運転等を防止するため、荷主・元請事業者の違反原因行為につ
いて情報収集と違反原因行為が行われる背景や要因等の調査・分析を外部委託し、物流効率化法な
どに基づく取締りや是正指導等の対策を実施する。【当該事業を受託する者】

貨物自動車運送事業法の改正により、令和７年４月から貨物軽自動車運送事業に対する安全対策が
強化されたことを受け、想定される大幅な監査件数の増加に対応するため、監査業務プロセス等の効
率化・標準化のあり方等を整理する。【当該事業を受託する者】

※令和6年度実施事業の効果検証は、「令和7年度第1回被害者保護増進等事業に関する検討会」資料をご参考ください。
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jibaiseki_higaishahogo.html

（10）自動車監査業務の効率化に向けた調査[被害者保護増進等事業委託費]

- - - 40,000 40,000 -

（８）高齢者免許返納対策調査分析事業[被害者保護増進等事業委託費]

500,000

（９）貨物自動車運送事業の過積載・過労運転等防止事業[被害者保護増進等事業委託費]

- - 300,000 200,000 200,000 67

△ 4,419 △ 3.1

（５）無車検車・無保険車対策[被害者保護増進等事業委託費等]

147,661 126,083

事業の内容(令和８年度(案))　　　【　】内は補助等対象事業者

141,752 137,333

（単位：千円）

（６）事故防止対策の充実（健康起因事故対策、運行管理の高度化、モード別安全対策等）[被害
者保護増進等事業委託費]

478,000 425,528 354,406 385,500 31,094 8.8

（７）自動車事故分析調査[被害者保護増進等事業委託費]

80,651 79,880 82,716 85,470 2,754 3.3

181,715 250,000 250,000 0 0.0
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